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広島県広報紙等制作（印刷・配布）業務委託仕様書 

 

１　業務の概要 

(1)　趣旨 

　県民に県政情報をより分かりやすく効果的に発信するため、令和６年度の広報紙の印刷、

配布等の業務について、専門的な知識や豊富な実績を有する民間事業者に委託する。 

(2)　業務内容 

　　　　　広報紙「ひろしま県民だより」の印刷及び配布に係る各種業務の実施と、実施業務の監

理を行うものとする。具体的仕様は、別紙１によるものとする。 

(3)　業務の期間 

契約締結日から令和７年３月 31日までとする。 

 

２　媒体計画 

・  ひろしま県民だよりの印刷、配布 

　　　 受託者は広報紙「ひろしま県民だより」を年間４回制作し、配布するものとする。 

 

３　打合せ等 

(1)　定期 

　受託者は、業務の遂行にあたり、発行ごとに定期的な打合せを行うものとする。 

(2)　臨時 

　受託者は、上記に限らず臨時的・突発的に打合せをする必要が生じた場合には、県の求

めに即時に対応するものとする。 

 

４　監理体制 

　受託者は、本業務を確実に実施・履行する組織体制（制作の体系図、責任者、役割分担等）

及び連絡体制を示すこと。 

 

５　契約終了時の業務引継ぎ 

受託者は、本業務の終了時までに本業務を他の受託者に移行することとなった場合には、

必要な措置を講じ、円滑に本業務の引継ぎを行わなければならない。 

 

６　契約に関する条件等 

(1)　再委託等の制限 

受託者は、本業務の監理業務を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。 

受託者は、監理業務を除く業務の一部を委託することができるが、その場合は再委託先

ごとの業務の内容、制作の体系図及び工程表、再委託先の概要及びその体制と責任者を明

記したものを事前に書面にて報告し、県の了解を得なければならない。 

(2)　業務の履行に関する措置 

県は本業務(再委託した場合を含む。) の履行につき著しく不適当と認められるときは、

受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求する

ことができる。 

受託者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、
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その結果を要求のあった日から 10 日以内に県に書面で通知しなければならない。 

(3)　機密の保持 

受託者は、本業務(再委託をした場合を含む。) を通じて知り得た情報を機密情報として

扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関し

て知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講

じなければならない。契約終了後もまた同様とする。 

(4)　個人情報の保護 

受託者は、本業務(再委託をした場合を含む。) を履行する上で個人情報を取り扱う場合

は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）を遵守しなければならない。 
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【別紙１】 

 名　　称 「ひろしま県民だより」

 発行名義 編集・発行：広島県総務局広報課

 規 格 等 １　判型：タブロイド判 

２　頁数：４ページ 

３　刷色：４色カラー 

４　紙質： 上質 FSC（60.2g/㎡）D巻 53.5K（FS ユトリロ上質もしくは同等品）、

白色度 83％以上、総合評価値 105 点以上 

５　発行回数及び発行日：年４回（７月、10 月、１月、４月の原則初日 

※１月は３日発行予定） 

６　印刷部数：770,000 部/回 

７　配布方法：新聞折込 620,000 部/回 

　　　　　　　折込以外 144,000 部/回(市町・図書館 7,000 部、市町自治会等

96,000 部、広報課・個人・学校・医療施設・スーパー等 41,000

部） 

８　送付箇所：別紙２「送付先一覧」参照（折込以外：仕分け 3,200 個口、送付

先約 1,000 箇所） 

　　なお、新聞折込については、別紙２の新聞折込市町の区域で、朝日、産経、

山陽、中国、日経、毎日、読売新聞の朝刊７紙のいずれかを定期購読する全

世帯に広報紙を折り込み、配布すること。　 

※ 上記７、８の数値は変動するため、詳細については県と協議の上決定する。な

お、自治会等配布分（96,000 部/回）については、発送料金のほか、別途各自

治会との契約や配布費用が必要となる市町がある（別紙３参照）ため、それら

の費用を含めること。 

※ 受託業者で各市町、自治会と直接の交渉を行い、円滑に発送事務をすすめるこ

と。 

※ 自治会への納入や費用の支払い方法・時期などは各自治会により異なるため、

柔軟に対応すること。 

９　その他：品質証明書（総合評価値・古紙配合率・発色度）を提出すること。

 業務内容 １　印刷調製 

２　県が指定する送付先へ仕分け・配布・発送(別紙２「送付先一覧」のとおり） 

※個人・学校等（約 15,000 部）、市町自治会等経由での送付分（約 98,000 部）、広

報課納入分のうち県政情報コーナー配架分(約 2,000 部)、広報課保存用(200 部)に

ついては、折り加工し、A4 サイズにて発送すること 

※　本業務の実施にあたり、迅速に対応できる要員及び体制を確保すること。 

※　市町自治会とのやり取りについては、基本的に受託者が行うこと。

 業務工程 基本的な業務工程例は以下のとおりとする。 

発行月前月 10 日～14 日：データ支給（印刷・折り加工・仕分け開始） 

※県民だより夏号は令和６年６月５日に正午に入稿予定 

発行月前月 18 日頃：広報課分を納品 

発行月前月 23 日頃から発行日 2日前：各配布先に発送（配布先ごとに必着日が

異なるため、確認すること） 
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【参考：令和５年度の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発行月 1日（発行日）：新聞折込 

※ 発行日については原則上記とするが、状況によって変更となる場合がある。そ

の場合は県と協議のうえ柔軟に対応すること。

 そ の 他 ・企画・編集に関しては別途「広島県広報紙等制作（企画・編集）業務」の受託

業者が実施するため、広報課がデータを受取後、速やかに本業務受託者へデータを

送付するものとする。（データはイラストレーターまたはPDFの確定データを想定） 

・業務内容及び業務工程を理解した上で、本業務を適正かつ確実に実施できるよ

うな体制を整えるものとする。

 名　　称 ひろしま県民だより

 規　　格 タブロイド判、４ページ、４色カラー 

高白非塗工紙 50k ベース（58g/㎡）（ハイネニューズＷＨＣ，もしくは同等品） 

白色度 78％以上、総合評価値 30 点以上

 発行回数 年４回

 発 行 日 ７・10・１・４月の初日　（１月のみ３日発行）

 発送方法 新聞折込（朝日、産経、山陽、中国、日経、毎日、読売新聞の朝刊７紙の県内発行

分）、市町自治会等経由　ほか　※スーパー等の県政情報ラックに配架

 点 字 版 

テープ版

規格：点字版紙質 110ｋ、エンボス式 

部数：点字版 308 部/回、テープ・デイジー版 165 部/回 

※点字版とテープ版の作成は、別途「広島県広報紙等制作（企画・編集）業務」の

受託業者が実施

 そ の 他 ･別途、ＰＤＦ・ＨＴＭＬファイル及び点字・音声データを県ＨＰに掲載 

･読者プレゼント（3,500 円程度･10 名）を実施　
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【別紙２】 
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【別紙３】 

 

 

※数値（単価を含む）については、令和６年３月時点であり、変更となる場合もあるため、経費

算定の際には考慮すること。


